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令和２年（行ウ）第２２３号 行政処分取り消し請求事件 

原告 黒田英彰 他２８名 

被告 国 

 

準備書面３ 

 

２０２１年１２月２７日   

 

東京地方裁判所民事５１部１Ｃ係 御中                  

 

原告ら訴訟代理人    

弁護士 鳥海準 他 

 

はじめに 

１ 原告らは、本準備書面において、被告の本件行政処分の判断過程におい

て裁量判断に誤りがあり違法であることを裏付ける具体的事実を述べる。 

  原告らは、２０２１年９月１日付け「準備書面２」の「第一 裁量審査の

枠組みについて」「１」において、本件各処分の裁量審査にあたっては、い

わゆる判断過程審査という裁量統制方法が採用されるべきであることを述

べた。 

   また、同「２」～「３」において、考慮不尽の有無については、本件各

処分を行うにあたって他に代替処分が存在していたか否か及び代替処分

について十分に考慮がされたかという点が審査されるべきであること、航

空法第１条の目的規定の冒頭に、国際標準に準拠して「航空機の航行の安

全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図る」との定めがある以上、

代替処分を検討する際には、「国民の生命及び身体の安全の確保」を考慮

した上で、これを十分に確保しつつ、処分の目的を達成することのできる

必要最小限度の手段を検討すべきであることをそれぞれ述べた。 

本書面においては、本件行政処分に対する代替選択肢を複数提示した上

で、それらの代替選択肢を十分に考慮・検討することなく行われた被告に

よる本件各処分の違法性を明らかにする。 

 

２ ２０１４年９月成立の第２次安倍内閣以降、東京オリンピックの開催に

加えて首都圏カジノの誘致の思惑も絡み、場当たり的に羽田への離発着誘

致が進められた。国土交通省は、羽田と成田の両空港を合わせた離発着能力

を、従来の年間約７５万回から２０２０（Ｒ２）年度中に８万（正確には７．

９万）回増加させて約８３万回にすることとし、そのうち３．９万回／年(１
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０６．８４９回／日)を羽田空港が担う計画を立てた。 

この３．９万回／年の内訳を確認すると以下①～③のとおりである。 

① 現行の離着陸ルートの再検証による増加分が１．３万回／年 

② 北風時の荒川北上ルートを採用することで１．５万回／年 

③ 南風時に都心を低空飛行し着陸するルートと川崎コンビナート 

 上空へ離陸するルートを採用することで１．１万回／年 

 (３０．１３７回／日) 

現に、２０２０年３月から③の新飛行ルートの運用が実施されている。 

上記新飛行ルートである都心低空飛行と川崎コンビナート上空の離陸低

空飛行による騒音、墜落、落下物、大気汚染等の被害や危険については、原

告らの２０２１年９月１日付「準備書面２」において述べたとおりである。

とりわけ、川崎コンビナート上空の離陸低空飛行の墜落、落下物による危険

は、原告ら川崎市民やその周辺に暮らす住民、さらには川崎コンビナート関

連の諸施設の中で働く労働者の生命身体財産に対して極めて甚大なものに

なる。 

  本書面において原告らが明らかにするとおり、被告は、本件行政処分の

判断過程において本来最も重視すべき各要素を軽視し、客観的に存在する

複数の代替選択肢の存在と内容につき十分に尽くすべき考慮を尽くさない

ままに、羽田空港に３．９万回／年の離発着数増加を実現するために危険極

まりない新飛行ルートを許容する本件各処分に及んだ。このような被告の

考慮不尽に照らせば、被告による本件各処分に至る判断過程は合理性を欠

いているものといえ、本件各処分は社会観念上著しく妥当性を欠いたもの

として違法と評価されるべきである。 

   

第１ 成田空港を中心とする他空港（茨城空港、静岡空港）の積極活用策 

１ 以下では、東京近郊の他空港を積極活用することで、本件行政処分によ

る羽田空港の増便効果、すなわち年間３．９万回の増便を、他空港を用いて実

現する、実行可能な選択肢が存在することを示すものである。 

 （１）成田空港：年間数万便レベル 

 （２）茨城空港：セカンダリー空港として、（最低）年間数千便レベル 

 （３）静岡空港：セカンダリー空港として、（最低）年間数千便レベル 

 

２ 成田空港の積極活用策 

（１）はじめに 

ア 成田空港の初期構想（甲６８） 

運輸省（現国土交通省）は年々増大する航空需要を背景に、国際線の 
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主力空港である羽田空港が１９７０年頃には限界に達すると予測し、 

１９６１年からその対応策の検討を開始した。 

当初は、羽田空港の再拡張を検討したが、沖合に拡張した場合、東京

湾の港湾計画との調整が極めて難しく当時の港湾土木技術では難工事と

なることが予想された。拡張できたとしても空港の処理能力は２０～３

０％程度の増加にとどまり、長期的な航空需要には対応できないことが

判明した。 

イ 激しい空港反対闘争とその解決（甲６９、甲７０） 

成田空港はその建設の過程で激しい空港反対闘争が発生し、内陸空港

の宿命である騒音問題とあいまって、地域社会に大きな傷跡を残した。 

しかしながら、その後、成田空港問題シンポジウム、成田空港問題円

卓会議が開催され、議論が積み重ねられた中から導き出された「共生」

の理念を実現するひとつの方策として、１９９５年１月には、成田空港

地域共生委員会が設置され、これまで空港からのマイナスの影響を軽減

するための合意事項の実施状況の点検を通じて、地域と空港の相互の不

信感の払拭に努めてきた。 

この間、平行滑走路新設や北伸事業等が実現したのも、「共生」の理

念に基づいて共生委員会等の場で空港側が空港の現状や将来計画等を住

民に直接説明し、住民の意見や不安の声に真摯に耳を傾け可能な限りの

改善策を講ずるなどの努力を重ねたところに負うところが 大きい。 

なお、運輸省（当時）と新東京国際空港公団（ＮＡＡ）は、１９９８

年に、成田空港の整備についての全体像とその手順を明らかにしたう

え、地域住民らとの意見交換を通じての意見、要望を反映させ、地域の

理解を得た指針として「地域と共生する空港づくり大綱」(甲７０の１８

２頁以下、甲７１、甲７２の３)をとりまとめた。 

ウ 共生共存を目指す成田空港 

国・公団（ＮＡＡ）は、地域との共存共栄をめざすことを表明し(甲７

０の１８８頁）、共生委員会による実施状況の点検（監視）も相俟っ

て、国、空港公団（後の成田国際空港株式会社）による合意事項の実施

が着実に前進した。 

 

（２）成田空港の発着能力の実態 

ア 地元との合意枠の推移  

成田空港では、現在、国土交通省、成田空港株式会社、千葉県、周辺

基礎自治体（成田市ほか９自治体）の４者合意で年間発着枠の上限を定

めている。 
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「『成田空港に関する四者協議』の結果について」（千葉県ホームペー

ジ。２０１８年３月１３日。甲７３）に基けば、４者合意により、年間発

着枠の上限は、２０１８年３月１２日以前の年間３０万回から、２０１８

年３月１３日以降は、年間５０万回に拡大された。 

イ １時間あたりの滑走路（離発着合計の）上限の推移 

以下の書証に基づき、時間あたり上限数の推移をとり纏める。 

なお、時間制限は、管制標準基準に定められた管制間隔やインフラ整備

に左右され、被告の国土交通省と成田空港株式会社が定め、半年毎の国際

線ダイヤ調整作業の際に各国航空会社に提示される。 

（地元合意枠年間３０万回時代） 

２０１４年当時:  時間６４回（甲７４） 

（地元合意枠年間５０万回時代） 

２０１８年３月１３日当時:  時間６４回（甲７３、甲７４） 

２０１９年１２月以前:  時間６８回（甲７５の８頁） 

２０１９年１２月以降:  時間７２回（甲３３、甲７５の８頁） 

ウ 成田空港におけるここ３年の年間発着実績数 

（コロナ禍前） 

 ２０１８年: ２５万６２００回（甲３２、甲７６） 

 ２０１９年: ２６万５２５２回（甲７６） 

（コロナ禍中） 

 ２０２０年: １３万７５５４回（甲７６） 

      （なお、２０２０年は、２月以降コロナ禍が始まった。） 

エ 羽田空港に次ぐ「堂々たる国際空港」に成長 

成田空港は、羽田空港に次ぐ「堂々たる国際空港」に成長した。 

複雑な経緯を踏まえ、成田空港は第二滑走路の供用が実現し、第三滑

走路の新設についても、地元の合意を「丁寧」に得た。 

上述の２６万回強の離発着回数は、羽田空港に次いで国内２位であり、

関西国際空港や中部国際空港などを上回っている。 

 

（３）２０２０年夏ダイヤにおける航空会社への未配分の枠の活用 

ア ２０２０年夏ダイヤ 

２０２０年夏ダイヤは、コロナ禍前に調整され２０２０年３月に確定し

た。この夏ダイヤは、２０２０年春シーズンでの時間制限の上限改定を踏

まえた運航予定値（時間値７２回、甲７５の８頁）と言える。 

なお、適用される上限値は、上記（２）イより 

  ·地元合意枠：  ５０万回／年間 
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  ·時間制限上限： ７２回離発着／時間（３６回離発着／３０分） 

（但し、上限いっぱいを使わない時間帯/ファイヤーブレイクあり） 

となる。 

イ 混雑時間帯にさえ未使用枠が年間５千枠レベルで存在する事実 

①国際線ダイヤ調整事務局作成の資料（甲３４の１乃至７） 

２０２０年夏ダイヤにおいて、発着調整後の離発着枠の上限は、各曜

日毎の下のグラフ（ＳＡＬ）における緑色の棒グラフの上に引かれた「赤

い直線」で示される。同夏ダイヤにおいて、配分された離発着枠は、「緑

色の棒グラフ」で示される。 

②２０２０年夏ダイヤからの時間制限値の上昇（争いない事実） 

成田空港の離発着上限は、管制機能の高度化で達成された時間値６８

回から高速離脱誘導路の運用開始で時間値７２回へ増強された。（甲 

３３、甲７５の８頁） 

③混雑時間帯前後の実態 

前後３０分の余裕を見込んで、１４時３０分～１９時３０分の５時間

は、概ね「赤い直線」が緑色の棒グラフより上に位置し、混雑時間帯で

すら、離発着枠上限を全ては使い切っていない。 

上記混雑時間帯前後に、成田空港に移管可能な発着枠を検討すると以

下のとおりである。 

「混雑時間前後５時間の上限枠」と「未配分の離発着枠」の差を積上

げると、時間７２回への増強後でも,年間４７４５枠ほどの余裕がある

（甲３４の８）。 

雑時間ＴＴＬの合計９１／週  × ３６５日 ／７日（１週） 

＝ ４７４５枠／年 

④小 括 

２０２０年夏ダイヤ時点での各航空会社への実配分枠と時間７２回

の離発着上限とのギャップ（甲３４の１乃至８）によれば、時間上限ま

で満枠になった時間帯は、月〜金の１７時００分〜１７時３０分や毎日

１７時３０分〜１８時００分などの僅かな時間帯に限定される。 

つまり、民間定期便なのか、ビジネスジェット枠なのか、羽田特殊救

難基地の枠なのかはともかく、成田空港に、羽田空港から多少なりとも

発着枠を移転する余裕があるのは明らかである。 

 

（４）成田空港についての小括 

混雑時間帯５時間（１４時半～１９時半）ですら、年間４７４５枠の未

使用枠が存在する。混雑時間帯以外の午前中及び２０時以降の夜間帯に、
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時間制限枠７２回を目一杯航空会社に割り当てた事実も存在しない。コロ

ナ禍が発生していなかったと仮定しても、成田空港で年間数万便レベルの

離発着枠の移管を、羽田空港から行うことは十分に可能である。 

被告の政策は、１５～１９時における１．１万回の増加需要に対応する

ために新ルート運用が必要とするものであるが、上述のように、成田空港

を有効活用することで大部分を吸収できるのである。 

 

３ 茨城空港の積極活用策 

（１）緒論 

茨城空港は、東京近郊におけるセカンダリー空港との位置づけで、ニッ

チ（隙間的）な需要を分散吸収する役割を果たすことができ、少なくても

年間数千回枠の移管が可能であることにつき論じる。 

   

（２）事実整理 

ア 所在地 

茨城空港（愛称。正式名称「百里(茨城)飛行場」。甲７８の１及び２、

甲７９）は、茨城県小美玉市に所在する。 

都心から約８０キロの所にあり、ＪＲ東京駅まで高速バスで１時４０分

の所に位置する（甲８０、甲８１）。 

イ 滑走路と運用可能な機材 

滑走路（縦）２７００ｍ×（幅）４５ｍを２本有する軍民共用空港であ

る。 

また、中部国際空港が開港するまで、滑走路長２７５０ｍの小牧空港で、

英国航空Ｂ７４７によるロンドン行き直行定期便運航が行われていた事

実がある。つまり、厳しい重量制限が伴うにせよ、茨城空港で長距離国際

線を運用することさえ、滑走路の長さの観点からは可能である。 

ウ 空港を市街地から郊外へ移転する内外の趨勢 

近時の世界各国の空港建設は郊外に移転してその用地を求めることが

一般となっているので、外国からの日本入国者を茨城空港が受け入れるこ

とは可能である。 

このような事情に照らせば、茨城空港やその他の地方空港による増加分

の「一部分散」は十分にありうる。 

なお、２０２０年まで羽田新ルート推進を担当していた国土交通省航空

局の鈴木信昭氏は、同年４月に茨城県営業戦略部空港対策監に就任し（甲

８２）、茨城空港発展への調整が期待される。 
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（３）アジアゲイトウェイ構想に関する事実 

２００７（Ｈ１９）年５月２４日、国土交通省港湾局交通政策審議会は

「アジアゲイトウェイ構想について」（甲８３）を発表した。 

本構想の最重点項目の最初に「航空自由化に向けた航空政策の転換」が

かかげられ、「百里飛行場」の「民間共用化」が論じられ、関連で首都圏

におけるセカンダリー空港として重要な役割を果たすことが被告の手で

検討された（甲８４）。 

 

（４）「セカンダリー空港」としての茨城空港  

 イギリスのロンドンでは、ヒースロー空港やロンドンシティ空港の外

に、中心地から８０キロ圏内の郊外にセカンダリー空港として、スタン

テッド空港、ルートン空港、ガトウィック空港が整備済みである。 

 また、ドイツでもフランクフルト空港の他、フランクフルトハーン 

空港（１００キロ）が整備されている。 

 そして、これらセカンダリー空港は都心から離れているが故に、相対

的には「空き」が多く、そのために、格安航空会社（ＬＣＣ）やチャータ

ー便、コミューター便、貨物便、ビジネスジェットなどのニッチ（隙間

的）な航空需要に合致し、貴重な受け皿となっている。東京圏のニッチ

な航空需要を満たすうえで、茨城空港への分散運用は、天災以外の時期

にも価値がある。 

 

（５）茨城空港への「アクセス交通」論 

 ２０１８（Ｈ３０）年に、土浦市やつくば市などの市議会議員らに 

より、ＴＸ（つくばエクスプレス）茨城空港延伸議会期成同盟（会長： 

市村文男小美玉市議会議長）が設立されている。 

 現時点では、東関東自動車道茨城空港ＩＣ、鉾田ＩＣ、茨城空港北 

ＩＣ、茨城町ＪＣＴや、茨城空港アクセス道路の小美玉市竹原から竹原

中郷の２キロ区間の供用が開始し、車による乗り入れは相当に便利と 

なった。 

 空港整備特別勘定に眠る資産を活用、国費を投入し、茨城空港の 

アクセスや空港施設の改善を加速し、羽田成田のセカンダリー空港と

しての分散運用を目指すことは、外国事例と比較しても、２７００ 

メートル滑走路が存在する現状の空港施設の観点からも、合理的な行政

行為であろう。 

 

４ 静岡空港の積極活用策 
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 静岡空港の滑走路直下には、東海道新幹線のトンネルが存在し、引き

込み線工事等により、東京神奈川方面のアクセスは容易である。さらに、

静岡県が「静岡空港新駅」の測量・設計・調査予算として２０１６年度に

１０億円を計上したうえ、２０１６年２月には有識者による静岡県の技

術検討委員会が、静岡県が提示した設置案を「技術的に可能」と判断し

た（甲８５）。 

 被告自身が「防災の観点からの活用の可能性」を肯定（乙２５の３０

～３１頁）しているので、非常時のみならず平時からの活用に対し、 

例えば空港整備特別勘定からの国費投入等に積極的であっても不思議は

ない。 

 静岡空港の２５００ｍ滑走路であれば、現状ではＢ７３７やＡ３２０

級の小型機材の分散吸収は可能であるし、数百メートルの滑走路延伸が

適うなら、かつての小牧空港のように、Ｂ７４７級の機材を用いた長距

離定期便の分散にも活用可能だからである。純粋な民間空港であるから、

茨城空港と異なり、自衛隊や米軍との調整がいらない利点が静岡空港に

はある。 

 

５ 茨城空港や静岡空港活用策の小括 

 ２５００～２７００メートルの滑走路を持つ、茨城空港や静岡空港

は、東京圏でのニッチな航空需要の羽田成田からの分散先のひとつと 

して、天災以外の時期にも価値がある。 

茨城空港や静岡空港の活用が進まない理由には、そもそもインフラ整

備の遅れ（アクセス交通など）が考えられるものの、国土交通省の官僚

らが権限を行使しない（投資を決断しない）ことが原因である。 

 インフラ整備の遅れを理由にしての「茨城空港や静岡空港の（分散）

活用策の検討を活性化させず、むしろ沈滞化させている」ことは、多大

な迷惑を被る東京や川崎の住民らの感情としては、官僚・役人の怠慢と

受け取りたくなるところである。 

 

第２ 羽田空港の運用を改善し従来の海上飛行ルートで増便を図る手法 

１ 概説 

  日本の航空運用（特に管制基準）を最新の国際基準（特に欧州基準）  

に基づいて以下の点を改善することで、従来の南風海上飛行ルートを  

用いても、年間数万便の増便が達成できる。 

２０１０年代から改善可能であった下記の手法を、「２」以下で詳述 

    する。 
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  （１）着陸機が連続する運用（例 南風Ｂ滑走路）における改善 

  欧米基準（国際基準）に基づき、日本独自の管制間隔を廃止し、間隔 

  時間を詰めて増便を図る手法である。 

  （２）離陸機が連続する運用（例 南風ＡＣ滑走路）における改善 

  間隔時間を詰めて増便を図る手法である。詰め方の骨子として、以下

 の２点がある。 

   ア 一部の行為を他の行為と同時並行に行う 

   イ 国際的な管制間隔短縮に応じた日本基準の改定 

  （３）「政府専用機等」の他空港への移転 

  定期民間便の発着枠の外に確保されている枠を他空港に移管して、  

  その枠を羽田定期民間便に振り替える手法である。 

  （４）茨城大学平田准教授の提言する方法 

 管制間隔の改善やインフラ改善に手をつけなくても、主に離陸機  

 の離陸順番の入れ替え手法を徹底することで、年間１万便前後の 

 増便を図る、国土交通省に近しい有識者の提案していた手法である。  

 

なお、航空法第９６条によれば、「航空機は、航空交通管制区又は航空

交通管制圏においては、国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して、離陸

もしくは着陸の順序、時期もしくは方法又は飛行の方法について与える指

示に従って航行しなければならない」と規定されている。 

上述の国土交通大臣の指示が航空交通管制であるが、この航空交通管制

業務の見直しや合理化等によって、新ルートによる増加分を吸収する方法

は、「代替選択肢」として、真剣に検討されるべきである。 

 

２ 着陸機が連続する運用（例 南風Ｂ滑走路）における改善手法 

  （１）国交省公文書に基づく事実 

日本の航空管制の基準に関し、英国やドイツなどと解釈が異なる点が 

多々ある。 

国土交通省文書「日本とヨーロッパにおける混雑空港の着陸回数に 

ついて」（甲８６の７頁）によれば、 

着陸機間隔設定の概略は以下３点となる。 

ア 「滑走路」手前１マイル（１８５２メートル）の安全間隔 

イ 「滑走路」占有時間 + 安全間隔  

実占有時間の、１機あたりの平均値と標準偏差から計算される。 

ウ 「滑走路縁」から避退路の停止線までの 安全間隔 

先行着陸機が着陸滑走を終え、滑走路がクリアか否かを判定 
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する判断基準である。 

欧州基準になく日本基準に存在するのが、アとウの安全間隔である（甲

８６の７頁）。 

 

  （２）国際基準（欧州基準等で）改善可能な点 

上記の事実に基づくならば、「滑走路処理容量算出方式（着陸機が連続

する場合）」（甲８６の６頁）に記載されている「①３０秒」と 「③１

５秒」の日本独自の安全間隔は撤廃可能と言え、着陸間隔を４５秒以上短

縮できる。その結果、増便が可能になる。 

従って、ヨーロッパの考え方が国際基準の一部である以上、上記のよう

な日本独自の緩い基準は撤廃が可能である。 

現に、ＪＡＬやＡＮＡの国際線パイロットは、欧州基準の間隔設定で、

日常的に、頻繁に、欧州各空港に安全に着陸を繰り返しているのである。 

従来の着陸間隔は、同資料（甲８６の６頁）の記載によれば、① （前

記２の（１）のア）、② （同イ）、③ （同ウ）の合計で１２２（１５＋

７７＋３０）秒であり、②を７７秒と仮定した（着陸時間の平均に更に安

全間隔を見込んだ）国土交通省の判断によれば、着陸専用滑走路１本で１

時間２９回である。４５秒の短縮が実現とは、下記計算式のとおり、着陸

専用滑走路１本で１時間４６回強への改善である。 

               ３６００秒÷（１２２－４５秒）＝４６．７５３２…（回） 

 

 ３ 離陸機が連続する運用（例 南風ＡＣ滑走路）における改善手法 

（１）日本での離陸機の間隔設定の要約 

国土交通省「滑走路処理容量算出方式（離陸機が連続する場合）」（甲

８６の５頁目）によれば、離陸機間隔設定の概略は、以下３点となる。 

ア 避退路の停止線から滑走路までの移動時間（１５秒） 

*離陸機が滑走路に進入する前段階 

イ 離陸滑走時間、または１８００メートル先に到達する時間の遅い方の 

時間（３５秒） 

*離陸機が滑走路上で離陸滑走する段階 

*離陸滑走速度に左右される事象 

ウ レーダー管制（３マイル/５５５６メートル：４５秒）または後方乱気流 

間隔（１２０秒） 

*後方乱気流間隔を取るべき事例では、１２０秒が優先 

*後方乱気流間隔が不要な事例では、３マイル 

*レーダー機器の精度に左右される項目 



- 11 - 

現状では、先行機と後続機との間隔は３マイル。 

離陸滑走速度により秒数は変動。 

４５秒は、滑走路１マイル分を差し引いた２マイル飛行時間。 

*後方乱気流間隔 

飛行機の主翼が揚力を発生する際に、翼端から不可避的に発生 

する渦（乱気流）を回避するための間隔。 

時間の経過で渦は解消。 

後方乱気流に巻き込まれた大事故発生例は世界に頻出。 

ここ１０年で乱気流解析が進化し、改善が可能になる。 

 

（２）国際基準（欧州基準等で）改善可能な点 

前記「３の（１）ア、ウ」は、以下のとおり、改善（間隔短縮）が可

能である。  

ア 「避退路の停止線から滑走路までの移動時間（１５秒）」関連 

（前記「３の（１）ア」） 

避退路の停止線から滑走路までの移動を、前項ロまたはハの時間内に同

時平行で行うことで、この安全間隔時間（１５秒）を廃止できる。 

つまり、前記「３の（１）ア」に関し、被告ですら「一部の海外空港に

おいて、管制運用の手法として、『先行離陸機の後ろに～／到着機の後に

～』と条件を付して到着機の滑走路への進入、待機及び交差する滑走路の

横断を行うよう指示している事例がある」ことを例外運用として認めてい

る（被告の「準備書面(1)」６０頁）。ＩＣＡＯ基準で言えば「然るべき

管制官とパイロットが関連する全ての航空機及び車両を視認できている

場合を除き」との規定（乙４７の Chapter 12 の「12.2.7」参照）を、現場

でどう解釈運用するかの問題である。 

 

更に具体的に述べる。 

日本でも、単に滑走路に進入する行為と、離陸滑走を行う行為は区別さ

れる。実際の日本の管制でも「（滑走路）進入許可」と「離陸許可」は 

異なる。 

故に、離陸専用運用を行う滑走路で「進入許可」と「離陸許可」を適正

に区別して管制する場合、先行離陸機が前記イウの段階にあることを確

認するとの条件付きで、管制官が、後続離陸機に対し（滑走路へ）進入

許可を出し、後に前記「３の（１）イ、ウ」の間隔に基づき離陸許可

を出すことで、安全性を保ちながら、連続する離陸機の時間間隔を詰める

ことが可能である。つまり、前記「３の（１）ア」の行為を、「３の（１）
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イ」の後半または「３の（１）ウ」の時間内で処理することである。 

イ 後方乱気流間隔の国際的短縮（前記「３の（１）ウ」関連） 

従来に比べ「さらなる高密度運航が可能となる」と政府答弁がある 

後方乱気流間隔の短縮について述べる。 

２０２０年から２０２１年にかけて、ＩＣＡＯをはじめとして世界的 

に、先行・後続飛行機の最低間隔を左右する、後方乱気流間隔の見直し 

短縮が実現した。 

① 効果：高密度運航が実現  

管制協会技術委員会の広報資料「後方乱気流管制方式の改正」（甲

８８）によれば、「さらなる高密度運航が実現でき」、「同じ機種

の組み合わせでも『後方乱気流グループ』の適用により、間隔が短

縮される場合があ」るようになった。 

つまり「２０２０年１１月５日、後方乱気流管制方式に関する 

ＰＡＮＳ－ＡＴＭの規定が改正」され「日本では、２０２０年３月

２６日から『後方乱気流区分の再分類に伴う管制間隔の試行運用』

が行われるとともに、ＰＡＮＳ－ＡＴＭと同日付で管制方式基準が

改正され、……到着機間・出発機間の管制間隔が短縮され、…… 

高密度運航が実現できる」ことになったのである。 

②  離陸機間隔の短縮効果の推定：「時間間隔」「一律１２０秒」 

 上記の実現に伴い、前記「３の（１）ウ」で触れた「後方乱気流

間隔（一律１２０秒）」短縮が可能となった。欧州・アメリカのよ

うに「距離間隔」を、先行機後続機の重量と翼幅を細分化した分類

に 

応じ詳細に設定できる。 

 国土交通省の「滑走路処理容量算出方式（離陸機が連続する 

場合）」（甲８６の５頁）に「離陸後２マイル（３７０４メートル）

飛行する時間を理論値として４５秒」との記載がある。 

 

 これを用いて試算例を挙げる。  

 先行後続双方ともＨ（ヘビー）機（Ｂ７７７やＢ７８７など）

の間隔は、従来の１２０秒 （５．３マイル相当: １２０秒÷４５ 

秒×２マイル）から、３マイル相当（６７．５秒 ＝ ４５秒× 

１．５）へ５０秒弱ほど短縮できる。 

 同様に、日本で現役機が多数の双発ワイドボディＢ７６７が、旧

Ｈカテゴリーから新Ｃカテゴリーとなり、かつ後続機との間隔が 

３．０マイル（ＡＢＣカテゴリー）～３.５マイル（Ｄカテゴリー）
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に短縮される。従来の１２０秒固定間隔（５．３マイル相当）から

の短縮の効果は大きい。 

③ 質問主意書や渋谷区議会の意見書への波及 

  「後方乱気流管制方式の改正」（甲８８）に基づき、２０２１年６

月１１日に海江田万里代議士から衆議院議長経由で「質問主意書」

（甲８９の１）が出され、同年同月２５日に「政府答弁」（甲８９

の２）があった。被告も「航空機の飛行時間の短縮に一定の効果が

あると考えている」と曖昧に同意している。 

 この答弁書を踏まえ、市民団体から渋谷区議会各会派に説明の 

うえ、同年９月７日に、「国土交通省が説明してきた増便のために

都心上空を通過して着陸するルートの必要性は根拠が無くなりまし

た。国に対し羽田新ルートは早急に運用を停止するよう求めてくだ

さい」との請願（甲９０の１）を提出した。渋谷区議会は、同年 

１０月１３日、同請願を、自民党公明党を含む全会一致で採択した

（甲９０の２）。さらに同日、同議会は「羽田新ルートは早急に 

運用の停止を検討するよう強く求める」旨の意見書（甲９１の１）

を全会一致で可決し、同日付で内閣総理大臣、衆参両院議長、国土

交通大臣に提出した。 

 このことは「増便のために都心上空を通過して着陸する必要性が

なくなった」との主張は、原告らだけではなく、渋谷区議会の区議

全員が理解し同意できる普遍的な意見となったことを意味する。 

 

ウ 国土交通省航空局の「滑走路処理能力算定手法の見直し作業」 

国土交通省は、やっと２０２１年秋に「滑走路処理能力算定手法に関

する調査業」を２０２２年３月２２日の締め切りで外注すべく一般競争

入札に付した（甲９２の１）。その結果は、航空交通管制協会が落札し

た（甲９２の２）が、滑走路処理能力は見直し可能だった何よりの証明

となった。 

 

 ４ 「政府専用機等」の他空港への移転 

以上の外、羽田空港の定期民間便の枠を増やす「小技」は、多少とはいえ

別途存在する。以下ではこれにつき述べる。 

ア 「羽田空港におけるビジネスジェットの受け入れを拡大」 

（国土交通省航空局、甲９３の１、２） 

  ビジネスジェット等のジェネラルアビエーションについて、羽田空港の

離発着枠は、定期民間便の他「公用機等枠（政府専用機等枠）」として、
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１日あたり３０回の枠（さらに発着枠拡大あり。）が確保されている（甲

９３の３）。 

  内訳は、 

 ①カルロス・ゴーンが国外脱出に用たようなビジネスジェット向けに 

    １６枠／日 

 ②海上保安庁の羽田特殊救難基地に配備された機材と政府専用機向け 

   １４枠／日 

 である。 

  時間帯別内訳として、１５～１９時の羽田新ルートを運用する時間帯

でも、政府専用機の枠は、以下の通り、別枠設定され、甲９３の３の１頁

中の「時間帯ごとの発着回数制限の柔軟化」部分によれば 

    １５時台 合計５回（離陸２／着陸３） 

   １６時台 合計３回（離陸１／着陸２） 

   １７時台 合計２回（離陸１／着陸１） 

   １８時台 合計１回（離陸１／着陸０） 

となっている。 

イ 改善策 

①繁忙時間帯の羽田空港のビジネスジェット乗り入れを禁止し、成田なり 

セカンダリー空港（茨城空港や静岡空港）へ移管する。 

 これにより生み出された時間１～５回の枠を、定期民間便に振り分け

ることは、国土交通省航空局の権限の範囲内で十分実施可能であり、 

   一日１０回×３６５＝年３６５０回 

の枠を生み出す計算ができる。 

②羽田特殊救難基地を他空港へ移管する。 

 羽田特殊救難基地の任務範囲は、関東ではなく全国である（甲９４） 

各地の救難基地で手に負えない難事件を担当するために、全国に出動 

する部隊だから、羽田に設置し続ける積極的意味は全くない。 

 むしろ、北海道沖から沖縄沖まで最大任務範囲の中心地に設置すべき

であろう。だからこそ成田空港であれ、茨城空港であれ静岡空港であれ

特殊救難基地とその発着枠は羽田から移転可能である。 

 なお、海上保安庁は国交省の下部組織である。 

③政府専用機の成田移転 

 １９６０年代に、ローマ市街に近いチャンピーノ空港から、郊外へ 

新設移転したフィウミチーノ（ＦＣＯ）空港は、ローマ市内からのノン 

ストップ鉄道で３４分で行けるローマ市郊外に存在する。 

  現に、諸外国の政府専用機の着陸すらＦＣＯ空港であり、２０１７年３
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月に当時の安倍晋三首相がイタリアを訪問した際にも、日本国政府専用機

がＦＣＯ空港に発着したのである。 

 つまり、政府専用機の発着枠を羽田に固定しない選択肢も、諸外国の事

例からはあり得る。 

 

 ５ 茨城大学平田准教授らの学術論文に基づく提言による方策（甲３５） 

 最後に、有識者での「首都圏空港強化検討調査委員会」（甲７４の１

の２枚目）の委員平田准教授と東京工業大学屋井鉄雄教授の以下の連名  

論文（甲３５）の提言による方策に触れる。  

 （１）甲３５の概要 

（題名）「羽田空港再拡張後を対象とした滑走路容量算定方法と容量拡

大方策に関する研究」 

（時期）２００９年頃 

（執筆）平田照満（現 ,茨城大学准教授）、屋井鉄雄ほか 

（結論）従来海上飛行ルートで時間８８便の運用が可能（甲３５の２枚

目「表-３」） 

（補足） 左欄の赤矢印脇の赤数字が、１時間あたり着陸回数で４４回、

青矢印脇の青数字が、１時間あたりの離陸回数で４４回、合計８

８回現行計画値９０回／時に対し、マイナス２回 

（前提）*執筆時点（２００８～０９年）既存ストック（空港インフラ）

南風時は、ＡＣ滑走路は離陸専用、ＢＤ滑走路は着陸専用 

*「機材の戦略的配置」は後述 

*前述した「後方乱気流間隔の短縮」は見込まない 

*「執筆当時の機材比率」に応じた、滑走路占有時間 

 

 （２）「機材の戦略的配置」：平田准教授の２０１５年講演会議事録（甲 

 ８７）の提言による方策 

「機材の戦略的配置」の主要コンセプトは、特に離陸機が連続する  

場合で、先行離陸機が大型機（後方乱気流間隔が余計に必要）の際

に、後続離陸機の順番を入れ替え、大型機の離陸を連続させること。 

 

ア 「首都圏空港の容量拡大に向けた取り組みと課題」（甲８７、  

 講演会議事録）での「機材の戦略的配置」の方策 

*「担当しましたのは、市街地上空ルートの見直しに関する議論」

（同３３頁）で、「うまく順序を入れ替えたりすると、非常に処理  

 能力が上がります」（同３４頁）。 
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*「Ｃ滑走路の離陸でヘビー（機材）とミディアム（機材）の順序 

 づけを上手くやると、１時間あたりの容量が４０回から４４回 

 へと１割上がります」（同３５頁）。 

*「１時間８０回だとされていたものが、８８回までポテンシャルが 

 上がりました 」（甲８７の４０頁。）。 

 イ 内外の管制の手法の違いに関するコメント（同４３頁） 

「羽田とヒースローとニューヨークって単純に滑走路の本数と処理  

能力を比べると全然違っていて、何の差なんだろうと思いました。  

結論からいくと……ぎちぎちに詰めないといけない感じにまだないと

いうか、やらせていないということです。管制技術だけでなく、パイ

ロットも含めた航空の運航の仕方というんでしょうか。」。 

 なお、この講演会でも甲３５の結論（従来の南風海上飛行ルートの  

上限提案値８８回／時）を可能と説明した（同４０頁）。 

 

 ６ 羽田空港の運用改善に関する小括ｍ 

２～５項にあるように、羽田空港南風運用において、年間数万枠を生み 

出すもの、数千枠を生み出すもの、改善手法は複数存在する。羽田空港の 

運用改善を小さなものから大きなものまで積み重ねることにより、羽田 

新ルートに頼らずに、時間９０便運航を南風時に運営する手法が存在する。 

 

第３ 結論 

以上より、他空港（成田、茨城、静岡）のいずれかの利用や管制の問題点

を改善し合理化するなどの方策（羽田新ルートに対する代替措置）のいずれ

かを採用するならば、危険極まりない今般の新羽田ルートを撤回しても、国

策に基づき、国土交通省が求めた羽田と成田の両空港を合わせた離発着能

力の確保は可能である。 

しかるに、被告は代替措置についての真剣且つ思慮深い検討なしに、危険

な新飛行ルートを許容し､その維持に固執している。かかる被告の方針は、

行政の裁量を逸脱するものというほかはない。 

以上 
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